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基本計画 中間評価シート 戦略１（試案） 
 

 戦略１ 文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実 

文化芸術の創造と発展を図り、我が国の優れた文化芸術を次世代へ確実に継承するとともに、豊か
な文化芸術教育の充実を図る 

 
 
全体評価1   

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、計画期間 2 年目終盤（2020 年 2 月）より現在に至る
まで、我が国における物理的な人の往来・接触、大規模な催物の開催等が困難となり、期間策定時に想
定したものと異なる状況となっている。 

よって、計画期間当初においては、文化芸術の創造・発展、次世代への継承が図られ、また、全ての
人々に充実した文化芸術教育と文化芸術活動の参加機会が一定程度進展したと判断されるものの、上
記のとおり、新型コロナウイルスの影響を受け、国内における芸術文化の体験、公演の開催等の文化芸術
活動を十分に実施することが困難な状況であり、計画期間における進捗については、新たな課題に直面して
いるところ、引き続き今後のウィズコロナ時代における文化芸術の振興、文化芸術教育の推進状況を注視
する必要がある。 
 例えば、文化芸術団体においては、度々の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出の影響を受
け、十分に本来の活動が継続的に実施できているとは言えず、音楽コンサート等のライブエンタメに係る公演
数・観客動員数・市場規模は大幅に減少しており、文化財の展覧会における入場者数も同様である。 

また、子供たちの文化芸術体験の推進については、実施された際の満足度は十分に高いものの、新型コ
ロナウイルス感染拡大を防止するため、その実施個所数が激減するなどの影響を受けている。 
 
指標の状況   

・政策評価における「測定指標」を用いている。 
・目標値は特に記載がない場合は令和２年度における到達目標を示す。 
 

 ①子供の芸術教育・体験の充実 
測定指標ア）子供達が優れた舞台芸術を鑑賞・体験することにより「豊かな心や感性、創造性を育む

ことができた」と回答した開催校の割合（目標：90％）2 
            86.5％（平成 29 年度）→89.8％（令和２年度）   
    

                                                   
1 全体評価の検討に当たっては、平成 30 年度以降に実施された行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号）に基づく政策評価（以下「政策評価」という。）及び独立行政法人評価
を参考とした。 
2 「文化芸術による子供育成総合事業」報告書 
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測定指標イ）伝統文化親子教室(教室実施型)参加者への意識調査のうち、子供が教室終了後も

伝統文化等に関わりたいと考える割合（目標：90％）3 
            89.7％（令和元年度）→90.3％（令和２年度） 

測定指標ウ）伝統文化親子教室(教室実施型)参加者への意識調査のうち、保護者が教室終了後
も伝統文化等に子供を関わらせたいと考える割合（目標：91.5％）4 
 91.4％（令和元年度）→93.2％（令和２年度） 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を強く受けているものと推察される。 
 

 ②文化芸術活動の振興 
測定指標ア）ライブ・エンタテインメント市場の規模（目標：設定せず）5 

5,151 億円（平成 29 年度）→1,106 億円（令和２年度） 
測定指標イ）「日本の誇りとして「文化・芸術」を挙げる国民の割合」 （目標：60％）6 

47.1％（平成 29 年度）→53.3％（令和２年度） 
測定指標ウ）新進芸術家海外研修制度により研修した者で、国内外で活躍している者の輩出（目

標：毎年度、新進芸術家海外研修制度の研修終了者の中から、国内外の著名なコ
ンクールや賞の受賞者を輩出する。）7 
例年、研修修了者の中から、ローザンヌ国際バレエコンクールやヨハネス・ブラームス国際
コンクール等の、各分野において権威ある国際コンクールでの入賞者が多数輩出されて
いる。 

測定指標エ）コロナ禍における文化芸術活動の支援（継続支援事業、Arts for the future 事業） 
継続支援事業：約 8 万件、Arts for the future 事業：約 1,600 件 

測定指標オ）コロナ禍における文化施設の支援 
730 件の劇場・音楽堂、645 件の博物館を支援 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響を強く受けているものと推察される。 
 
  ③美術館、博物館の充実（戦略６における主要な測定指標） 

測定指標ア）：博物館の入場者数・利用者数の増加 （目標：1.29 億人）8  
1.42 億人（平成 29 年度）→1.42 億人（令和２年度） 

 
 

                                                   
3 伝統文化親子教室 子供たちの意識・行動に関する調査 
4 伝統文化親子教室 子供たちの意識・行動に関する調査 
5 ぴあ総研調べ https://corporate.pia.jp/news/detail_live_enta20210513.html 
6 社会意識に関する世論調査 
7 文化庁調べ 
8 社会教育調査調（３年ごとに実施。なお、直近年度の実績値は直近の調査結果の数値であり、当該年度の実績とは異なる。） 
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④障害者による文化芸術活動の振興（戦略４における主要な測定指標） 
測定指標ア）：戦略的芸術文化創造推進事業（共生社会実現のための芸術文化活動の推進）

及び障害者による文化芸術活動推進事業の実施団体の業務成果報告書に記載された
課題解決目標達成率の平均値 （目標：毎年度 80％） 9 
87.5％（平成 30 年度）→103.9％（令和２年度） 

 
⑤文化財の保存・継承 

測定指標ア）：近代（明治元年以降）の重要文化財（建造物）の件数（目標：375件） 10 
348 件（平成 29 年度）→380 件（令和２年度） 

測定指標イ）：近代（明治元年以降）の登録有形文化財（建造物）の件数（目標：
10,330 件） 11 

9,625 件（平成 29 年度）→10,678 件（令和２年度） 
測定指標ウ）：文化庁が主催する文化財関連展覧会の来場者数 （目標：200,000 名） 12 

123,615 件（平成 29 年度）→42,588 件（令和２年度） 
測定指標エ）：文化遺産オンラインへの訪問回数 （目標：1,999,999 回） 13 

1,884,600 回（平成 29 年度）→3,079,909 回（令和２年度） 
※新型コロナウイルス感染拡大の影響を強く受けているものと推察される。 

 
⑥地域の文化芸術環境の整備（戦略６における主要な測定指標） 

測定指標ア）：地域の文化的環境の満足度（文化芸術の鑑賞機会、創作・参加機会、文化財や
伝統的町並みの保存・整備等）（目標：60％） 14 

33.5％（平成 30 年度）→36.5％（令和２年度） 
 

⑦国語施策の充実 
  測定指標ア）：「毎日使っている日本語を大切にしているか」という質問に対し、「大切にしている」と

回答した者の割合（目標：75.0％） 15 
64.9％（平成 29 年度）→調査中（令和２年度）※令和３年秋公表予定 

 
 
 
 
                                                   
9 「戦略的芸術文化創造推進事業」（H30）及び「障害者による文化芸術活動推進事業」（R1～）報告書 
10 文化庁「重要文化財（建造物）の指定について」（11 月） 
11 文化庁「文化審議会の答申（登録有形文化財（建造物）の登録）について」（11 月） 
12 文化庁調べ 
13 ポータルサイト管理事業者による報告書 
14 文化庁調べ（目標設定時から調査方法が変更） 
15 国語に関する世論調査 
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⑧著作権制度の整備・普及 
測定指標ア）：著作権講習会受講者の理解度 （目標：毎年度 90％以上） 16 

98.5％（平成 29 年度）→92.3％（令和２年度） 
測定指標イ）：著作権講習会の受講者数 （目標：前 3 か年の平均人数以上） 17 

2,626 人（平成 27～29 年度）→2,206 人（平成 30～令和２年度） 
   ※その他、著作権制度に関しては、平成 30 年度以降、累次の法改正が行われており、継続的に制

度改善が図られている。 
 
グッドプラクティスの例（別紙） 
①子供の芸術教育・体験の充実 
 ア）文化芸術による子供育成事業 
 イ）伝統文化親子教室事業 
 
主な取組 
（法改正） 
【平成３０年度】 

・文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の成立 
過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含

めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取組んでいくことが必要との問題意
識の下、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化
を図るもの。 

 
・著作権法の一部を改正する法律の成立 

デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応 
するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者、 
美術館等におけるアーカイブの利活用に係る著作物の利用をより円滑に行えるようにするもの。 
 

【令和２年度】 
・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の成立 

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、著作権等を侵害する自
動公衆送信等による被害の拡大を防止するための措置、著作権者等から許諾を得て著作物等を利用
する権利について第三者への対抗力を付与する措置等を講ずるとともに、プログラム登録がされた著作物
の著作権者等が自らの保有する著作物がプログラム登録されたものであることの証明を受けることを可能と

                                                   
16 文化庁調べ 
17 文化庁調べ 
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する等の措置を講ずるもの。 
 

【令和３年度】 
・文化財保護法の一部を改正する法律の成立 
 社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の
登録制度を新設し、幅広く文化財の裾野を広げて保存・活用を図るとともに、地方公共団体による文化
財の登録制度及び文部科学大臣への文化財の登録の提案等について定めるもの。 
 
・著作権法の一部を改正する法律の成立 

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等
の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著
作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるもの。 

 
（税制改正） 
【平成 30 年度】  

・文化財保存活用支援団体に対する重要文化財等の譲渡に係る譲渡所得の課税の特例等の拡充 
・公益法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設に係る固定資産税等の特例措置の
拡充 

【令和元年度】 
・一定の要件を満たす博物館に特定の美術品を譲渡・寄附した際の所得税等の特例措置の創設 
・障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る特例措置の延長 

【令和２年度】 
・公益法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設（能楽堂）に係る課税標準の特例
措置の拡充 

・美術品市場の活性化のため現代美術品の寄託に係る相続税の特例措置の拡充 
 
（事業） 
（子供の芸術教育・体験の充実） 

文化芸術による子供育成総合事業、伝統文化親子教室事業 
（文化芸術活動の振興） 

芸術祭・芸術選奨、国民文化祭、全国高等学校総合文化祭、日本映画の創造・振興プラン、新進
芸術家等の人材育成、国際芸術交流支援事業、劇場・音楽堂等機能強化推進事業、メディア芸術の
創造・発信プラン、障害者による文化芸術活動推進事業 

（文化財の保護・活用） 
有形文化財、無形文化財、文化財保護対策の検討等、国宝・重要文化財等の買上げ、鑑賞・体験
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機会等充実のための事業推進文化財管理及び保存活用等、地域文化財総合活用推進事業、世界
遺産普及活用・推薦のための事業推進、国産良質材使用推進・供給地活性化事業、アイヌ関連施策
の推進、文化施設の感染防止等対策事業、登録有形文化財（建造物）事務担当者連絡会 

（国語施策の充実） 
   国語施策の充実 
（著作権） 

著作権行政の充実、著作権施策の推進 
 
課題 
・ 文化芸術活動の振興について、評価期間における新型コロナウイルス感染症の感染拡大をはじめとする
状況の変化等についても考慮に入れ、ウィズコロナ時代においても、文化芸術団体が活動を継続し、充実さ
せていくことが可能となるよう、必要な支援を講じていくことを念頭に置く必要がある。 
・文化財の保存・継承について、文化庁が主催する文化財関連展覧会の来場者数は、当初の目標に届い
ておらず、新型コロナウイルス感染症の影響も見極め、引き続き推進する必要がある。 
・国語施策の充実について、測定指標である「毎日使っている日本語を大切にしているか」という質問に対し、
「大切にしている」と回答した者の割合について、現在調査中であることから、調査結果が判明次第、評価を
行う。 
・著作権講習会の受講者数は、当初の目標に届いておらず、新型コロナウイルス感染症の影響も見極め、
引き続きその増加に向けた取組を推進する必要がある。また、関係者の意見も聴取しつつ、必要な制度改
善を進めていくことが求められる。 
 
今後の方向性 

指標の達成状況については、目標を達成しているものも見受けられるものの、文化芸術活動の推進、子
供の文化芸術教育の機会などの分野については、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けており、目
標に達していないか、コロナ以前との比較が適切でないものが多くなっている。 

残された第１期計画期間中においては、感染拡大防止策を適切に講じつつ、計画していた取組を継続
して行うことにより、「文化芸術の創造・発展継承と豊かな文化芸術教育の充実」の実現を図ることとなる。 
 なお、第２期文化芸術推進基本計画の策定に当たっては、各事業を通じた社会への還元など、現在設
定している目標や指標とは異なる観点も含め、本中間評価に基づき、各目標や指標の在り方について慎重
な検討を行う必要がある。その際も、本中間評価における評価と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大による影響を適切に反映させるよう配慮が必要である。 
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戦略１ 文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実 

 

 

 

 

○ 文化芸術の有する本質的価値を高めるため，芸術家の自由な発想に基づく創造活動に対して支援

を行うとともに，文化芸術を創造し，支える人材の育成・充実を図るなど，我が国の優れた文化芸

術の創造・発展・継承を図る。 

 

○ 文化の祭典であり，世界が注目する 2020 年東京大会を契機として，我が国の文化芸術が世界的

に正当に評価され，文化芸術の創造活動や芸術に関する専門性が生かされる仕事が若者たちの憧れ

となり，文化芸術分野の優れた人材に活躍の場が与えられる好循環が生まれるようにすることを目

指す。 

 

○ 美術分野では，優れた文化芸術の保存，継承，創造，交流，発信の拠点である美術館，博物館を

充実する。 

 

○ 実演芸術分野における，文化芸術団体と劇場，音楽堂等の活動を充実するとともに，国際的な芸

術祭の開催，世界の芸術祭への参加を促進する。また，IT（Information Technology）やデジタル

技術等の活用やメディア芸術18との連携を図るなど独創性に富んだ実演芸術の推進を図る。 

 

○ メディア芸術，美術，実演芸術等の作品のアーカイブは，新たな文化や価値を創造していくため

の社会的基盤となるものであり，将来にわたって保存する観点から，文化遺産として保存・継承を

図ることが重要である。また，作品を単純にアーカイブとして保存するだけではなく，人材育成，

情報の共有化，教育・研究分野など，幅広い分野での応用・活用に向けた取組を目指す。 

 

○ 障害者等が行う自由な表現活動が活発に行われるような環境を整備するとともに，文化芸術を創

造し，支える人材の育成・充実を図る。 

 

○ 衣食住を含む暮らしの文化は，古くから生きながらえてきたものだけでなく，時代とともに変容

したり，新たに生まれたりしてきたことや，実演芸術や美術，文化財などとも互いに密接に関わり

あっているなど分野横断的で，かつ日本人の生活に深く根ざしているものであり，我が国の文化芸

術に広がりを与え，またそれを支える土台として機能をしている。 

  今後，国が暮らしの文化を振興するに当たり，暮らしの文化の特性に留意しつつ，調査研究を行

い，国が振興を図るべき暮らしの文化の範囲の検討を行うことが必要である。 

 

                                                   
18映画，漫画，アニメーション及びコンピュータその他の電子機器を利用した芸術のこと。 

文化芸術の創造と発展を図り，我が国の優れた文化芸術を次世代へ確実に継承するととも

に，豊かな文化芸術教育の充実を図る。 
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○ 過疎化や少子高齢化等，我が国の社会状況の急激な変化により，地域の衰退が懸念され，豊かな

伝統や文化の継承が危機的な状況にある。文化財の散逸・消滅の危機へ対応するため，文化財の指

定や修理等を適切に実施するとともに文化財保護制度について，これからの時代にふさわしいもの

とするための見直しを進める。 

  また，文化財の保存技術の保存・継承や伝統芸能・民俗芸能等の後継者の育成，文化財を支える

用具・原材料の安定的な確保を目指し，計画的な文化財の継承を進める。 

 

○ 文化芸術教育の重要性に鑑み，初等中等教育から高等教育までを通じて，歴史，伝統，文化に対

する理解を深め，これらを尊重する態度や，文化芸術を愛好する心情，感性などを育み，豊かな心

の涵
かん

養を図る。 

  

○ 我が国の歴史や文化，ふるさとについて理解するに当たって，文化財は欠くことができないもの

であることを踏まえ，文化財を積極的に活用した教育活動の推進に取り組むとともに，子供たちが，

可能な限り暮らしの文化や実演芸術に触れる機会を設けるなど，文化芸術教育の充実を図るため，

長期的な視野での施策の展開が必要である。 

 

○ 先述（目標１参照）のとおり，文化の基盤として国語の果たす役割や重要性を踏まえ，個々人は

もとより，社会全体としてその重要性を認識し，国語に対する理解を深め，生涯を通じて国語力を

身に付けていくことを目指す。 

  

○ 著作権等については，先述（目標１参照）の著作権制度の意義や政策推進の方向性を踏まえ，権

利保護と公正な利用のバランスを取りながら施策を展開していく。その際，近年，社会のデジタル

化・ネットワーク化の進展に伴い，著作物等の創作，流通，利用をめぐる環境が大きく変化し，こ

れらの行為に関わる者の裾野も広がっているとともに，これらの行為は国境を越えて行われるよう

になっていることを踏まえ，国際的な視点に留意しつつ，社会の変化に応じ著作権の保護と著作物

等の利活用の在り方を見直すとともに，必要な制度等の整備を行う。 

また，国民の著作権に関する知識の普及と意識の向上を図るとともに，学校等における著作権教

育の充実を図る。 
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戦略１関連（５年間に講ずべき文化芸術に関する基本的な施策） 

 

○  音楽，舞踊，演劇，美術等の各分野の将来を担う芸術家等に対する国内外での研修や活動成果を

発表する機会の充実を図る。 

○  独立行政法人日本芸術文化振興会は，文化芸術への支援策をより有効に機能させるため，アーツ

カウンシル（専門家による助言，審査，事後評価・調査研究等の機能）の強化を図る。 

○  独立行政法人日本芸術文化振興会は，古典を伝承した伝統芸能の公開や，国際的に比肩し得る高

い水準の自主制作による現代舞台芸術の公演を行い，その一層の振興と普及を図る。 

○  独立行政法人日本芸術文化振興会は，中期目標に基づき，我が国の伝統芸能を保持するため，歌

舞伎，大衆芸能，能楽，文楽，組踊の各分野の伝承者の養成や，国際的な活躍が期待できる水準の

オペラやバレエの実演家，確かな演技力を備えた次代の演劇を担う実演家の育成を図る。 

○  伝統芸能が有する歴史的・文化的価値の理解・普及を図るとともに，公演等への支援を行う。そ

の際，我が国の文化芸術の向上の牽
けん

引力となる実演家団体が実施する国内外の公演活動に対する

支援を重視するとともに，伝統的な音階や技法を用いた新作公演活動の展開も図られるように配

慮する。 

○  伝統芸能や民俗芸能等の持続的な継承を図るため，伝承者の養成への支援を充実するとともに，

伝統芸能や民俗芸能等の表現に欠くことのできない物品の製作・修理等に必要な伝統的技術の継

承を図るため，後継者育成及び原材料の確保に努める。 

○  古典の日に関する法律（平成 24 年法律第 81 号）に基づき，古典の日（11 月 1 日）における行

事の実施や，古典の日を契機とした学習及び教育の機会の整備等に努める。 

○  地方公共団体や関係団体の取組にも留意しつつ，「衣・食・住」に係る文化をはじめ我が国の生

活に根ざした暮らしの文化について基本的調査を実施するとともに，その振興を図る。 

○  芸術家等がその能力を向上させ，十分に発揮し，自らの職業や活動に安心して安全に取り組め

るよう，芸術家等の活動環境等に関する諸条件の整備・周知や，社会的な役割に関する理解の促

進，社会的，経済的及び文化的地位の向上に努める。 

○  文化芸術各分野において顕著な成果を収めた者(個人・団体)や，文化芸術振興に寄与した者(個

人・団体)に対して積極的に顕彰を行う。 

○  文化庁メディア芸術祭の一層の充実を図るとともに，関連イベントとの連携を推進する。また，

我が国の優れたメディア芸術を積極的に諸外国へ発信する。 

○  メディア芸術に関する貴重な作品や関連資料等について，所在情報等のデータベースの整備や，

作品のデジタルアーカイブ化等を支援するとともに，文化施設，大学等の連携・協力により実施す

る共同事業を推進する。また，メディア芸術の情報拠点等の整備を進める。 

○  東京国立近代美術館フィルムセンターにおける映画フィルムの収集・保存・活用やデジタル化等

の観点からフィルムセンターの機能強化を図り，日本映画の国内外への発信力を強化する。 
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○  歴史的・文化的価値のある我が国の貴重な文化関係資料が散逸・消失することがないよう，アー

カイブの構築に向けた資料の保存及び活用を図るための望ましい仕組みの在り方について検討を

行う。 

○  公共の建物等の施設の整備及び保全に際して，建物の外観等が，周囲の自然的環境や景観，地域

の歴史，文化等との調和が取れたものとなるよう，形状，色彩，デザイン等について配慮するよう

努めるとともに，公共の建築物等において文化芸術に関する作品の展示等の取組を行うよう努め

る。 

○  我が国の美術館，博物館等が国際的に遜色のない活動を展開できるよう，企画展示の魅力向上や

文化財等の適切な保存管理の徹底を図る。 

○  文化発信・交流の拠点として美術館や博物館，劇場，音楽堂等，大学の活動・内容を充実する。

例えば遺跡の価値を市民に興味深く提示する手法など，多様な事業が展開されるような手法の開

発を推進する。 

○  国立の美術館，博物館や劇場の機能の充実を図るとともに，より柔軟かつ効果的な運営を行うこ

とができる仕組みを整備する。 

○  地域の美術館，博物館等の館種や設置者の枠を超えた連携・協力を促進する。 

○  登録美術品制度の活用を引き続き推進し，収蔵品の充実や安定した公開を図る。 

○  展覧会における美術品損害に対する政府補償制度の運用を通じて，国民が美術品を鑑賞する機

会の拡大に資する展覧会の開催を支援する。 

○  優れた文化財，美術作品等を積極的に保存・公開するため，所蔵品の目録（資料台帳）の整備を

促すとともに，書誌情報やデジタル画像等のアーカイブ化を促進する。 

○  地方公共団体における美術館・博物館の展示環境の整備や学芸員等の専門人材の配置を促進す

る。 

○  地方公共団体は，公立の美術館，博物館等において，専門的な人材の研修や配置等，文化財の保

存・活用に向けた体制が充実するよう努めることが期待される。 

○  地域の劇場・音楽堂等施設の機能向上等に向けた施設整備を促進するため，施設の大規模改修に

関する情報提供等の充実を図る。 

○  文化財の種別や特性に応じて，計画的に修復，防災・防犯対策その他の保存に必要な措置を講

じ，文化財の適切な状態での保存・継承を図る。 

○  有形の文化財について，文化財を良好な状態に保つための日常的な維持管理，適時適切な修理の

充実を図る。また，防災・防犯の対策を計画的かつ継続的に実施するための支援の充実を図るとと

もに，所有者の防災・防犯意識の向上を図る取組等を推進する。 

○  無形の文化財について，伝承者の確保・養成とともに，その保存に欠くことのできない用具等の

製作・修理等に必要な伝統的技術の継承を図るための支援を充実する。 
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○  文化財の保存技術について，選定保存技術制度の活用等により，その保存・継承を図る。 

 

○  東日本大震災や熊本地震など各地における災害により被害を受けた国指定等文化財について早

急に保存・修復等の措置を講じ，被災地の復興支援に努める。また，大規模災害に対応した文化財

レスキュー，文化財ドクターの活用や防災ネットワークにおける防災・救出に係る全国的な体制整

備を促進するとともに，防災・救出活動等の取組を推進する。 

○  国民が文化財を理解し，親しむ機会の充実を図るため，文化財の特性や保存に配慮しつつ，文化

財の魅力が国民に伝わるよう，文化財の公開・活用を積極的に推進する。 

○  「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について」（平

成 29 年 12 月文化審議会答申）を踏まえ，文化財保護制度の見直しを進める。 

○  地方公共団体における，域内の文化財の総合的な保存・活用に係る計画等の策定を推進し，各地

域における計画的な取組を促進する。地方公共団体は，教育，景観，地域振興等の分野との連携を

図りながら，文化財の所有者や地域住民，民間の団体とともに，計画的に文化財の保存・活用に取

り組むことが期待される。 

○  個々の文化財の保存・活用の考え方を明確化し，確実な継承を図るため，所有者・管理団体等と

連携して，個々の文化財の保存活用計画の策定を推進する。 

○  文化財登録制度を活用し，近代をはじめとした文化財の登録を進め，文化財保護の裾野の拡大を

図る。 

○  水中遺跡の保存・活用に向けて，国，関係機関及び地方公共団体とが連携して，実施体制の充実

を図るとともに，調査研究を推進し，地方公共団体の取組を促進する。 

○  古墳壁画の保存・活用方策を，関係機関等とも連携して推進する。高松塚古墳壁画については，

引き続き修理を行いつつ適切な保存・活用に努めるとともに，修理後の保存管理・公開の具体的な

方策について検討する。また，キトラ古墳壁画については，「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」

内の保存管理施設において，適切な保存・活用を進める。 

○  我が国の文化財施策の一翼を担う機関として，国民の宝である文化財を収集・保存し，次世代へ

適切に継承するため，独立行政法人国立文化財機構の体制と機能の充実を図る。独立行政法人国立

文化財機構は，科学的・技術的な調査研究に基づく保存修復において，引き続き中心的な役割を果

たすとともに，文化財の保存修復等に関する研究水準の向上及び人材の養成に努める。 

○  我が国の近現代建築に関する資料（図面や模型等）のうち，歴史的，芸術的，学術的価値が高い

ものについて，その劣化，散逸，海外への流出等を防ぎ，次世代に継承するとともに，建築資料の

展示・普及活動を通じて国民の理解を増進するため，国立近現代建築資料館の機能の充実を図る。 

○  先般改訂した小学校及び中学校学習指導要領や，今後改訂する予定の高等学校学習指導要領を

踏まえ，学校における芸術に関する教育の充実を図る。 

○  学校教育において，伝統や文化に関する教育の充実を図る。我が国や郷土の音楽に関する教育に

ついては，和楽器を用いたり，長い間親しまれてきた唱歌，わらべうた，民謡など日本のうたを取
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り上げたりするよう配慮する。 

 

○  国及び地方公共団体は，効果的・効率的な事業の実施を図りつつ，地方公共団体における自主事

業等も含め，義務教育期間中の優れた文化芸術の鑑賞・体験機会がより充実するよう，取組を推進

する。 

○  将来の文化財の担い手である子供たちが伝統的な価値に触れる機会の充実に努める。 

○  地方公共団体と連携して，文化部活動の現状などを調査するとともに，有識者会議において文化

部活動の運営の改善・充実に向けた検討を行い，ガイドラインを作成する等必要な取組を進める。

また，全国高等学校総合文化祭の開催や事例の共有など，文化部活動の充実に資する取組を推進す

る。 

○  学校と地域の美術館，博物館等との連携による先進的な取組や，地域の関係者との協働による子

供や若者等を対象とした参加型プログラムの展開を促進する。 

○  武道等の安全かつ円滑な実施のため，教員の指導力向上を図るとともに，先般改訂した中学校学

習指導要領に記載されている９種目の指導ガイドラインの作成・改善や，指導者データベースの整

備などを行う。 

○  国語に関する調査を定期的に実施し，調査の結果を広く周知するとともに，国語の改善に関する

施策の検討等を行い，国語に対する意識の向上と国語力の育成を図る。 

○  常用漢字表（平成 22年内閣告示第 2号）及び関連指針（「常用漢字表の字体・字形に関する指

針」（平成 28 年文化審議会国語分科会報告）等）の普及を図る。 

○  「敬語の指針」（平成 19 年文化審議会答申）並びに「コミュニケーションの在り方」及び「言

葉遣い」についての検討の成果の普及を図る。 

○  学校教育において，全ての教科等の基本となる国語力を養うとともに，我が国の言語文化を享受

し継承・発展させる態度を育てることができるよう，関係施策の一層の充実を図る。 

○  学校教育に携わる全ての教員が国語についての意識を高め，実際に生かしていくことができる

よう，学校の教員の養成及び研修において，必要な取組を進める。 

○  子供の自主的な読書活動を推進するため，関係法律・計画を踏まえ，子供が読書に親しむ機会の

提供や諸条件の整備・充実等を図る。 

○  「文字・活字文化振興法」（平成 17 年法律第 91 号）に基づき，図書館や学校等において，国民

が豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できるよう，環境の整備を図る。 

○  近年の外来語・外国語（いわゆる片仮名言葉）の氾濫などの状況や，放送・出版等様々な媒体が

人々の言語生活に及ぼす影響等を考慮して，我が国で生活する人々にとって分かりやすい表現を

用いるよう努めるとともに，公用文の表記の在り方等について検討する。それと同時に，人々の言

語生活への影響等に関し，関係機関とも適切に連携・協力を図る。 

○  大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所や大学等の関係機関における調査研究
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との連携・協力を図る。 

 

 

○  デジタル化・ネットワーク化の進展等に伴う著作物等の創作，流通，利用環境の変化に対応し

て，著作権等の保護及び著作物等の適正な流通の促進を図るための著作権制度・運用等に関する課

題について検討を行い，必要な措置を講じる。 

○  コンテンツの適正な流通・活用を促進するため，権利の集中管理の促進等によるライセンス環境

の整備，権利情報を集約化したデータベースの構築にむけた実証，権利者不明著作物の利用円滑化

等，著作権処理の円滑化を促進する。 

○  海外における我が国の著作物等の海賊版の流通を防止・撲滅し，文化的創作活動や国際文化交流

を推進するため，世界知的所有権機関（WIPO）と協同した著作権等制度整備支援に係る取組のほ

か，侵害発生国等への働き掛け，侵害発生国・地域における著作権処理団体の育成及び海賊版取締

りの強化の支援，権利者による権利行使支援，侵害発生国・地域における著作権普及啓発，官民連

携の強化，諸外国との連携の強化等を行う。また，深刻化するインターネット上で行われる国境を

越えた著作権侵害等に対応するための制度整備等の方策について検討を行い，必要な措置を講ず

る。 

○  世界知的所有権機関（WIPO）における著作権等関連条約の策定に向けた議論及び各国との経済連

携協定交渉等に積極的に参画することを通じて，著作権制度の国際的調和を図る。 

○  著作権等の保護と著作物等の適正な流通の促進を図るための著作権制度や流通環境の整備に資

するため，国内外の法制度やその運用動向，国内における著作物等の利用のニーズや流通実態等，

及びこれらを踏まえた制度や流通整備の在り方について，情報収集するとともに，調査研究を実施

する。 

○  著作権に関する対象者別セミナーの開催，学校での児童・生徒等に対する著作権教育，文化庁ホ

ームページを利用した著作権教材の提供など，様々な方法により，国民の著作権に関する知識の普

及と意識の向上を図る。その際，対象者の属性（クリエイター，利用者等）ごとの需要に応じて取

組内容の充実を図る。 

○  国民が著作物等の創作者，利用者のいずれの立場からも著作権等の適切な保護と公正な利用を

行うことができるようにするため，学校等の教育において活用できる著作権教育用の教材を開発・

普及等に取り組む。 



文化芸術推進基本計画（第１期） 中間評価
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巡回公演事業

【概要】
実演団体：東京演劇集団風
企画：全校児童・生徒参加によるミュージカル「星の王子さま」（原作：サン＝テグジュペリ）
巡回地域：福岡県・佐賀県・熊本県・福岡市・北九州市・熊本市
主な取組内容：
○各実施校の実状にあわせたプログラム作成
学校との打合せを丁寧に行い、学校の要望に沿った参加・体験プログラムを個々に作成。

○ブロック内の教育委員会等への積極的なアプローチや広報
県、政令都市、市町村等を計１８か所訪問し、巡回公演事業の広報を実施。

【評価点】
実施校の実状に合わせたプログラムを作成しており、実施校からは非常に高い評価を得ているとともに、本事業へ未参加の学校等にも教育委員会等を通し、積極的に声

掛けすることにより、子供たちの鑑賞機会の拡充に貢献。本事業を実施した県の一つの市では、教育長の提案により、市内全小中学校が2学期の開始を数日間繰り上げ、
子供達が文化芸術に触れる時間的余裕を30時間確保してもらえるようになり、文化芸術への関心が非常に高まった。

芸術家の派遣事業

【概要】
実演家：安藤広二（所属：ジェネシスオブエンターテインメント）
実施地域：大阪府、兵庫県、奈良県
主な取組内容：
小・中学校等の子供たちに、障がいのある芸術家等を派遣し、車いすダンスの披露や車いすダンス体験等の機会等を提供。

【評価点】
障がいのある芸術家のパフォーマンスを鑑賞・体験するとともに、障がいについての講演や、車いすの介助方法レクチャーも取り入れており、文化芸術活動による共生社会の

推進にも貢献。

◆ 文化芸術による子供育成総合事業
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◆ 伝統文化親子教室事業

伝統文化親子教室「地域で触れる伝統文化」体験教室（地域展開型） ※実施主体：京都府
【主な取り組み内容】
古典楽器や日本画等の伝統文化の歴史を学習した上で、実際に体験できる教室を実施。
【評価点】
京都府内の資料館、美術館を活用し、府内広域で面的に教室を展開。

太子町伝統文化教室（地域展開型） ※実施主体：太子町（兵庫県）
【主な取り組み内容】
太子町の郷土芸能や郷土料理、茶道等を体験する教室を実施。
【評価点】
行政が主体となり地域の文化を掘り起こし、過疎地域における地域の子供たちの体験機会の充実を図っている。
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